
海田町公民館管理運営規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月１９日 
 
            海田町教育委員会教育長  森 山 真 文    



海田町教育委員会規則第３号 

   海田町公民館管理運営規則の一部を改正する規則 

 海田町公民館管理運営規則（昭和４５年海田町教育委員会規則第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条第２項中「副館長」の次に「，専門員」を加える。 

 第３条中第６項を第７項とし，第３項から第５項までを１項ずつ繰り下げ，第２項の次

に次の１項を加える。 

３ 専門員は，上司の命を受け，担当する事務を総括し，及び整理する。 

   附 則 

 この教育委員会規則は，令和８年４月１日から施行する。 


